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倉吉市上下水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

 

 倉吉市上下水道局職員の給与に関する規程（昭和43年倉吉市水道事業管理規程第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（特殊勤務手当） （特殊勤務手当） 

第５条 企業職員（第７条の規定による管理職手当

の支給を受ける職員を除く。）の特殊勤務手当

は、次に掲げる業務に従事した場合に支給する。 

第５条 企業職員（第７条の規定による管理職手当

の支給を受ける職員を除く。）の特殊勤務手当

は、次に掲げる業務に従事した場合に支給する。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

 (６) 集中監視装置の運転監理業務に従事したと

き。 

(６) 略 (７) 略 

２ 前項に規定する手当の額は、次に掲げるとおり

とする。 

２ 前項に規定する手当の額は、次に掲げるとおり

とする。 

(１) 略 (１) 略 

 (２) 前項第６号に該当する場合 １回につき

6,100円 

(２) 前項第６号に該当する場合 従事した日１

日につき290円 

(３) 前項第７号に該当する場合 従事した日１

日につき290円 

  
附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 


